
合同入札監視委員会定例会議 議事概要

１  開催日    平成 29 年 12月 18 日（月）

２  場  所    独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 1901 会議室

３  委  員（五十音順）

   安斉 勉(弁護士)、古関 潤一(大学教授)、土田和博(大学教授)、

中田 善久（大学教授）、中村 豪（大学教授）

４  審議対象期間  平成 28 年 10 月１日～平成 29年９月 30 日

５  抽出件数

入    札    方    式 抽 出 件 数

工

事

１ 落札率が高い契約       １件（１件）

２ 一者応札・応募の契約       １件

３ 一定の関係を有する法人との契約       １件

４ 指名競争入札       １件（１件）

５ 入札方式にかかわらない抽出       ２件

業

務

等

６ 落札率が高い契約       １件

７ 一者応札・一者応募の契約    １件

８
一定の関係を有するものとして情報

公開対象法人との契約
   １件

抽 出 件 数（計）     ９件（1 件）

    （注 1）工事の１～３は一般競争入札を、５は随意契約を含めて抽出対象としている。

    （注 2）抽出件数の(  )書は、事務所の分任契約担当役の発注で内数である。

６  委員からの意見･質問及びそれに対する回答

    個別抽出事案の審議内容は別紙のとおり。

以  上



別 紙

意   見 ・ 質   問 回          答

1

2

【【ＵＲコミュニティ本社】Ｈ２９－コ

ンフォール平塚機械式駐車装置修繕工

事】

・予定価格の算出方法はどのように行っ

ているのか。

・製造メーカーによる見積もり以外の算

出方法はないものなのか。

・製造メーカーが部品の損耗及び破損等

が著しい部分における修繕箇所を自ら

判断し見積書の算定を行っているの

か。

・本案件のような修繕工事は、製造メー

カーの保守点検を行うメーカーグルー

プによる対応が当たり前のように思わ

れているのではないか。

・この製造メーカーの保守点検業者はい

るのか。

・今後の発注において、設置と修繕及び

保守管理を一体発注する等の工夫をさ

れたい。

【流山新市街地地区Ｃ１３３街区外整

備工事】

・1者応札の原因は何か。

・何故、枠組み協定型一括入札方式を採

用したのか。

・直接工事費については、複数の製造メーカ

ーから見積書を徴収して算出する予定でし

たが、当該駐車装置の製造メーカー以外か

らの見積書の提出が得られず、当該製造メ

ーカーである請負業者の見積金額を積算根

拠としています。

・製造メーカー以外のメーカーにヒアリング

したところ、修繕対象機種特有の修繕工事

のノウハウがなく、また、修繕不備による

事故等について修繕業者として責任をとる

ことができないとの回答があり、機構とし

ても独自の算出方法がなく製造メーカーの

見積書による算出としました。

・修繕箇所及び交換部品の数量等について

は、機構があらかじめ決めた数量等に基づ

いて見積書の作成を依頼しています。

・機構としては、他の製造メーカー数社との

競争を図るように公募を行ったが、結果的

に修繕対象機種の製造メーカーに限られて

しまいました。

・以前に対象駐車装置の保守点検業務の公募

を実施したところ、製造メーカーが受注し

ています。

・御意見として承ります。

・既存家屋周りの狭小な整備に手間がかかる

こと、人員が必要となることが敬遠された

理由であると考えております。資料要求の

あった他の２者にもヒアリングしましたと

ころ、同様の理由でした。

・本方式は、条件設定などの設計精度に合わ

せて段階的に契約を予定しているものを一

括で入札する制度です。また、契約予定工

事が流山市からの受託工事で補助対象工事



3

4

・過去の類似業務において、柏北部東地

区も１者応札が多いが、原因は何か。

・茨城の地区では複数者の入札があるよ

うだが、違いは何か。

【Ｈ２９光が丘パークタウンゆりの木

通り北１号棟他４棟窓建具改修その他

工事】

・総合評価方式とした理由は何か。

・技術評価の施工計画において、落札者

の点数は具体的にどのような提案を評

価したものなのか。

・技術評価の提案の評価は、誰がどのよ

うに行っているのか。

・参加業者へ技術提案の審査結果の通知

は行っているのか。

【【ＵＲコミュニティ本社】２９Ｃ－つ

くば・二の宮他１０団地住宅用火災警

報器修繕工事】

・電気設備修繕工事の指名業者はどのよ

うにして選定しているのか。

であることも考慮し、２つの工事に分けま

した。

・流山新市街地地区と同様、既存家屋周りの

整備がほとんどであることが原因であると

考えております。

・中根・金田台地区などは、既存家屋が少な

く大型造成が主です。手間がかかる既存家

屋周の整備をする流山新市街地地区及び柏

北部東地区とは現場の状況が異なるもので

あると考えております。

・工事品質の確保を図るため、原則１億円以

上の工事は総合評価方式としています。

・施工計画では環境配慮に係る取組として、

受動喫煙防止のための分煙化への具体的な

取組及びＡＥＤの設置と普通救命講習修了

者の常駐等が提案され評価しています。

・本工事については、技術監理部長、工務課

長及び担当者の３名で構成される総合評価

技術評価委員会が、あらかじめ事務局から

申請業者名をマスキングした提案内容につ

いて企業及び技術者の実績と品質の確保に

関する取組等の実効性、有効性等を評価し

ています。

・提案項目の評価については、「評価する（加

点）」、「評価せず（加点なし・履行判断は受

注者による）」及び「不適切（実施不可）」

に区分して、入札前に提案者に通知してい

ます。

・平成 29・30 年度工事希望調査の実施によ

りまして、資格要件を審査の上、適格と認

められた者を機構にて平成 29・30 年度工事

通常指名業者選定表を作成しております。                                        

工事ごとの指名業者は、工事に対応した名

簿の直近指名後の次の者からとしています

が、今回は、平成 29年度の最初に発注する
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・入札金額の差が大きいのは、警報器の

設置機種の違いによるものなのか。ま

た、設置機種は指定しているのか。

【平成２８年度町方地区Ｅ工区外宅地

整備工事】

・平成２４年度にＣＭ（コンストラクシ

ョンマネジメント）業務の施工事業者

を公募した際は入札を行ったのか。

・本工事はＣＭ（コンストラクションマ

ネジメント）業務の関連工事というこ

とで、相手方と随意契約を行ったのか。

・技術提案審査の点数は複数の評価者の

平均点なのか。

・本工事をＣＭ（コンストラクションマ

ネジメント）業務の関連工事として随

意契約できる理由は何か。

【浜見平団地（建替）第３期第４住宅建

築その他工事】

・辞退者は技術提案の評価結果の通知後

に辞退をしたのか。

・工事により技術評価点の満点の違いが

あるのは何故か。

・今回の入札結果において、技術評価点

の差が入札価格に大きく影響している

ため、技術評価点と価格評価点のウエ

イトの検討を考えていただきたい。

・見積もりの提出を求め活用する方式を

採用した理由は何か。

工事の選定のため、上位 12 者としていま

す。

・機種毎の警報器の単価の差はほとんどない

ため、入札金額の差は、労務費の違いによ

るものと思われます。また、設置機種につ

いては、機能を仕様で定めており、メーカ

ー等の指定はしていません。

・公募型プロポーザル方式により事業者を公

募しています。

・そのとおりです。

・そのとおりです。６人の評価者の採点を平

均しています。

・当初公募する際の条件に、詳細設計が完了

次第発注する次期工事が定められており、

本件はその次期工事の中に含まれる工事

であるためです。

・そのとおりです。

・工事内容に応じて総合評価方式のタイプを

分類し、タイプ別に技術評価点の配点を決

めており、今回の工事は、標準型のＢタイ

プを採用しています。

・今回の工事においては、企業の技術力を定

められた総合評価方式により実施したと

ころですが、入札結果を鑑みて御意見とし

て承ります。

・この方式の採用としましては、労務者不足

や資材・労務費が高騰を続けており、標準

積算と実勢価格に乖離が生じ不調・不落が

懸念される場合に採用しています。また、

過去において、同種業務である「浜見平団

地（建替）第２期第２住宅」及び「豊四季

台（建替）第２期第１及び第２住宅」で不
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・提出された見積もりは、予定価格に反

映させているのか。

【流山新市街地地区平成２９年度Ｄ工

区１１６街区外建物等事後調査・算

定・補償説明業務】

・10者選定するところ 12者での応札と

なったのは、参加表明者の評価点が同

点の者がいたということか。

・予定価格はどのように算出しているの

か。

・低入札基準のようなものはあるか。

・落札した者の業務の出来が悪い場合に

おいて、ペナルティーのようなものは

あるか。

【平成２９年度千葉県内の大規模団地

におけるストック再生・再編に係る検

討業務】

・技術評価点は、複数者が評価した点数

の平均値なのか。

・業務の内容から、機構の業務の取引が

多い一定の関係を有する法人が受注し

やすいのではないか。

・予定価格はどのように作成しているの

か。

調となっていることから、本工事に採用し

ています。

・過去の実績を踏まえ、公募時に見積もりを

徴収する項目を定めて見積徴収を行い、業

者ヒアリングを実施して妥当性を確認し

た上で採否を判断し予定価格に反映して

います。

・本業務に関しては、13 者中 12 者が同点１

位だったため、12 者での応札となりまし

た。

・建物等損傷に係る「補償業務積算要領」に

基づき積算しています。

具体的には、例えば、調査面積が大きい建

物と小さい建物とでは調査手間等も違って

くるため、当該要領では、建物規模別に調

査歩掛り(人工)等が規定されています。

・ありません。一番安価な価格で入札した者

が落札することになります。

・業者に対しては業務完了後、当該業務に関

する評価点を送付しており、仮に業務の出

来が悪かった場合は、当該業者に対しては

低い評価点を送付することになります。

・機構の技術評価のルールに基づき、複数者

で構成する技術評価委員会の各委員の評

価点数の平均値としています。

・機構の業務を経験したノウハウを持つ企業

が応募しやすいことは否めませんが、業務

の内容について公募資料等で詳細に記載

しており、過去の類似業務の入札状況にお

いても一定の関係を有する法人以外の業

者が落札した事例が複数あるため、、機構

の業務の経験のない業者でも受注は可能

であると考えています。

・機構の積算要領に基づき、想定する業務量

を人工により換算し、技術者単価により算



9 【陸前高田市今泉地区平成２９年度換

地設計その他業務】

・申請者がＪＶの場合において、構成員

により企業の実績等に差があると思わ

れるが、技術評価はどのように行って

いるのか。

・技術評価点に対して、価格評価点のウ

エイトが小さいように思うが、本業務

はそれほど技術評価を重視しなければ

ならない業務なのか。

・技術評価点、価格評価点の満点は個々

の業務ごとに決めているのか。

出しています。また、業務量の人工は公募

資料において提示しています。

              

・設計共同体が入札に参加する際は、構成員

それぞれが優れた技術を有する分野を分

担し、対象の業務を共同連帯して履行する

ことを事前に設計共同体協定を締結して

定めています。本件入札の技術評価におけ

る企業の経験及び能力については、発注者

である機構が公示する要件事項に応じ、構

成員それぞれが分担する業務ごとに企業

の実績等を勘案して評価しています。

・換地設計業務、補償業務の中には権利者と

の協議や交渉なども含まれており、経験や

ノウハウが大きな要素となるため、技術面

での評価を重視しています。

・そのとおりです。なお、換地設計業務につ

いては、他地区も含め本業務と同基準で評

価しています。

                                                                                   

以 上


